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ニッポン中⼩型株ファンド

＜基準価額等の推移＞

追加型投信／国内／株式 ※課税上は株式投資信託として取り扱われます。

－株価下落で魅⼒度が増した中⼩型株－
⽇頃より『ニッポン中⼩型株ファンド』をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
当ファンドは設定来、市場を⼤きく上回るパフォーマンスをあげてきましたが、2018年1⽉以降は世界的
な株価下落や中⼩型株市場のピークアウトなどを受けて基準価額は下落傾向を辿りました。特に2018年10
⽉以降は⽶中貿易戦争や⽶⾦利上昇などから⼤きく下落し、2018年の年間騰落率は-22.6％となりました。
⼀⽅、当ファンドで多く組み⼊れている中⼩型割安株については、業績的にも堅調なものが多く、今後の
上昇が期待できることなどから、2019年1⽉より追加設定の募集を再開致しました。
再開の経緯に関しては、2ページ⽬の担当ファンドマネージャーによる解説をご覧ください。

※当ファンド設定⽇（2014年2⽉3⽇）の前営業⽇（2014年1⽉31⽇）を100として指数化
※分配⾦再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配⾦を決算⽇に再投資した修正基準価額をもとに算出、表⽰
※TOPIX:TOPIX（配当込）、⼩型株指数：TOPIX Small指数（配当込）。TOPIX（配当込）およびTOPIX Small指数（配当込）は、当ファンドのベン
チマークではありません
（出所）各種データをもとに⼤和住銀投信投資顧問作成
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28.3% 12.7% 14.1% 46.6% -16.0% 4.9%
TOPIX ⼩型株指数 ⼩型株指数 ⼩型株指数 ⼩型株指数 当ファンド

17.6% 13.3% 4.3% 32.9% -20.9% 3.4%
⼩型株指数 TOPIX TOPIX TOPIX 当ファンド ⼩型株指数

17.1% 12.1% 0.3% 22.2% -22.6% 3.0%
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当ファンドは1⽉から追加設定の募集を再開しました。今回は、なぜこのタイミングで募集を再開したか
についてお話しようと思います。

これまで募集を停⽌していたのは、運⽤⾦額が増加し、ファンドの質を保つのが困難になったと判断した
ためです。投資対象は中⼩型株に限定しており、なかでも売買が不活発であることの多い割安銘柄を選ん
でいるため、⼀銘柄に投資できる⾦額は必ずしも⼤きくありません。追加買い付けが可能な割安銘柄が少
なくなった場合、質を保つためには募集を停⽌するしかないのです。昨年1⽉にそういった状況となった
ため、募集を停⽌し、これまでお預かりした資⾦の運⽤に専念する⽅針を採りました。

今回募集を再開したのは、昨年の株価下落によって運⽤⾦額に余裕が⽣じ、かつ魅⼒的な株価の銘柄が増
加したためです。偶然にも募集停⽌直後が⼩型株市場のピークとなり、そこから現在までの間に、市場全
体・当ファンドとも2割前後下落しました。個別銘柄で⾒ると、特に製造業関連の銘柄が⼤きく下落して
おり、業績堅調にもかかわらずピークから4割前後下落したものが珍しくありません。こういった銘柄を
⾒ると、素直に「買いたい」と思えるのです。

たしかに、世界景気は急速に不況の度合いを増しています。その原因としては⽶中摩擦が第⼀に挙げられ
ますが、個⼈的には、現在のところむしろ昨年までのやり過ぎの反動という⾯が⼤きいと考えています。
世界的な⾦融緩和の中で過熱状態に突き進んだ国や業界は数多く存在しているはずで、これからそれらの
姿が徐々に明らかとなっていくのでしょう。

それでも、11年前のリーマン･ショックをもたらしたサブプライムローンほどのやり過ぎはおそらく存在
しないだろうと考えています。世界最⼤の経済⼤国で広範な⾮富裕層に無茶な貸付が⾏われ、それが証券
化されて海外の⾦融機関にもリスクが波及する、といった世界経済を破滅に追い込み得る規模の不健全な
⾏為が今回も⾏われているとは、少なくとも私には想像もできません。

私の中では、募集停⽌直前に⽐べると、お客様の資⾦をお預かりすることに対するプレッシャーははるか
に⼩さくなっています。企業経済が根底から崩れ去るリスクがあるのでない限り、株価下落は買いのタイ
ミングであると考えるからです。

※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運⽤⽅針等について、運⽤担当者（ファンドマネジャー他）の⾒⽅あるい
は考え⽅等を記載したもので当該運⽤⽅針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運
⽤成果等を約束するものでもありません。

＜当ファンド募集再開の経緯について＞（ファンドマネージャーのコメント）
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＜ファンドの⽬的＞

１．わが国の中⼩型株に実質的に投資することにより、信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指します。
・当ファンドは「ニッポン中⼩型株マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド⽅式で運⽤を

⾏います。
・わが国の全上場株式（上場予定を含む）のうち、相対的に時価総額の⼩さい株式を主要投資対象とします。

２．綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成⻑および成⻑の持続性等を勘案したファンダ
メンタルズ価値に対して、株価⽔準が割安と判断する銘柄に投資します。

３．年1回決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。
・決算⽇は毎年2⽉2⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）とします。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の利⼦・配当収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の範囲内とします。
・収益分配⾦は、基準価額⽔準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場

合等には分配を⾏わないことがあります。
・将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。

※資⾦動向、市況動向、残存元本等によっては、ならびにやむを得ない事情が発⽣した場合には、上記のような運
⽤ができない場合があります。

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてわが国の中⼩型株に投資することにより、信託財産の中⻑期的な成
⻑を図ることを⽬的として運⽤を⾏います。

○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

○信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
○投資信託は預貯⾦と異なります。
○お申込みの際には、販売会社からお渡しします「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、

ご⾃⾝でご判断ください。
○基準価額を変動させる要因として主に、■株価変動に伴うリスク ■流動性リスク ■信⽤リスクがあります。

ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。

＜ファンドの特⾊＞

＜投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください）＞

＜収益分配⾦に関する留意事項＞
○分配⾦は、分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。ただし、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保

証するものではありません。
○分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額

相当分、基準価額は下がります。
○分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる

場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇の基準価額と⽐べて下落することになります。ま
た、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。

○受益者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場
合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様で
す。
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＜ファンドの費⽤（詳しくは最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください）＞

＜お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください）＞

投資者が直接的に負担する費⽤
● 購⼊時⼿数料 購⼊価額に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額

とします。
※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
購⼊時⼿数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに
販売の事務等の対価です。

● 信託財産留保額 換⾦申込受付⽇の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
● 運⽤管理費⽤ 毎⽇、信託財産の純資産総額に年率1.782%（税抜1.65％）を乗じて得た額とし

（信託報酬） ます。運⽤管理費⽤（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ⽉終了⽇および毎計
算期末または信託終了のときに、信託財産から⽀払われます。

● その他の費⽤・⼿数料 財務諸表の監査に要する費⽤、有価証券売買時の売買委託⼿数料等は信託財産から
⽀払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。監査報酬以外
の費⽤等につきましては、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を⽰すことができません。

※当該⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。

● 信託期間 2014年2⽉3⽇から2029年2⽉2⽇（1５年）
● 購⼊単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。

※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
● 購⼊価額 購⼊申込受付⽇の基準価額
● 換⾦単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。

※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
● 換⾦価額 換⾦申込受付⽇の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
● 換⾦代⾦ 換⾦申込受付⽇から起算して、原則として5営業⽇⽬からお⽀払いします。
● 決算⽇ 毎年2⽉2⽇（該当⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇）
● 収益分配 年１回の決算時に分配を⾏います。
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○投資信託をご購⼊の際は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付⽬論⾒書）は販売会社の本⽀店等にご⽤意しております。

○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。
○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購⼊のお客さまが負うことになります。
○投資信託は預⾦、保険契約ではありません。また、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありま

せん。
○銀⾏など登録⾦融機関でご購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の対象ではありません。

■委託会社（ファンドの運⽤の指図を⾏う者）
⼤和住銀投信投資顧問株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第353号

加⼊協会 ⼀般社団法⼈投資信託協会 ⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会

■受託会社（ファンドの財産の保管及び管理を⾏う者）
三井住友信託銀⾏株式会社

■販売会社

＜投資信託に関する留意点＞

＜委託会社およびその他の関係法⼈＞


